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１１ 障障ががいい観観のの変変遷遷

障がいの国際的な 見方に ついて 、 こ れま で 、 ＷＨ Ｏ （ 世界保健機関） のＩ Ｃ

Ｉ Ｄ Ｈ （ 機能障害・ 能力障害・ 社会的不利の国際分類） に よ り 、 分類さ れて い

ま し た （ １ ９ ８ ０ 年）。

こ のＩ Ｃ Ｉ Ｄ Ｈ は、 図１ のよ う に、 疾患・ 変調が原因と な っ て 機能・ 形態障

害が起こ り 、 そ れから 能力障害が生じ 、 そ れが社会的不利を 起こ すと し ま し

た 。 ま た 、 機能・ 形態障害から 直接的に社会不利を 起こ し う る 可能性にも 言及

し て いま す。 こ のよ う に、 障がいが「 機能・ 形態障害」「 能力障害」「 社会的不

利」 の３ つのレ ベル（ 階層） から な る と いう 階層性を 示し ま し た 。

DI SEASE
or             I MPAI RMENT     DI SABI LI TY   HANDI CAP

DI SORDER → ( 機能・ 形態障害)  → ( 能力障害)  → ( 社会的不利)
( 疾患・ 変調)

図１ I CI DH： WHO国際障害分類( 1980) の障害構造モ デル

こ れによ り 、 疾患から 機能・ 形態障害を 想起し た り 、 機能・ 形態障害から 能

力障害や社会的不利を 推定し た り 、 能力障害から 社会的不利を 予測し た り する

こ と がで き 、 一方向の関係性から 障がいや障がい者について 理解する こ と がで

き ま し た 。

ま た 、 当事者の責任と は無関係の生活上の困難で ある 社会的不利が障がいを

理解する 構造に入っ て き た こ と に よ り 、 医学的観点から 捉え ら れて いた 障がい

や障がい者について 、 当事者と 生活環境と の関わり の中で 捉え る 視点を 提供し

ま し た 。

こ の分類は、 当時画期的な も のだ と の評価があ る 一方で 、

１ ． 障がいの主体的側面が少な いこ と

障がいのある 人の悩みや苦し み、 そ れら を 克服する プ ラ ス の心の働き 等、

障がいのある 人の目線が反映さ れて いな い。

２ ． 障がいのマ イ ナ ス 面が中心

で き な いこ と が中心にな っ て いる 。

な ど の批判が少な から ずあ り 、 改定に向けて 当事者も 含めた 検討が続き ま し

た 。

そ し て 、 ２ ０ ０ １ 年５ 月に 「 Ｉ Ｃ Ｆ （ 国際生活機能分類）」 が採択さ れま し

た 。

Ｉ Ｃ Ｉ Ｄ Ｈ が「 疾病の帰結（ 結果）」 で あっ た のに対し 、 Ｉ Ｃ Ｆ は、「 健康の

構成要素に関する 分類」 で あり 、 新し い健康観を 提起する も ので し た 。 Ｉ Ｃ Ｆ

は、「 生活機能」 の分類と 、 そ れに影響する 「 背景因子（ 環境因子と 個人因
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心身機能・ 構造
心 と 体 の 動 き 、 体 の 部 分

活 動
生 活 行 為 （ 身 の 回 り の 行 為 、

家 事 ・ 仕 事 上 の 動 作 等 ）

健康状態
病 気 、 け が 、 妊 娠 、 高 齢 等

参 加
家 庭 内 役 割 、 仕 事 、

地 域 社 会 内 役 割 等

生命レ ベ ル

個人因子
年 齢 、 性 別 、 ラ イ フ ス タ イ ル 、

価 値 観 等

個人レ ベ ル 社会レ ベ ル

環境因子
物 的 環 境 （ 建 物 、 福 祉 用 具 ）、

人 的 環 境 、 社 会 制 度 的 環 境

子）」 の分類で 構成さ れま す。 そ し て 、 生活機能に影響する 「 健康状態」 を 加

え た のが、 生活機能モ デル（ 下図） で す。

生活機能の３ レ ベル（ 生命レ ベル・ 個人レ ベル・ 社会レ ベル） はそ れぞれが

単独に存在する ので はな く 、 相互に影響を 与え 合う と と も に、「 健康状態」・

「 環境因子」・「 個人因子」 から も 影響を 受ける 相互作用モ デルと な っ て いま

す。 こ の影響の仕方には、 マ イ ナ ス の影響も あればプ ラ ス の影響も あり 、 内容

や程度は一人ひと り 違いがあり 、 ど の要素がど う 影響し て いる かを 捉え る こ と

が重要で す。

た だ し 、 そ れぞれのレ ベルには独自性があり 、 他から の影響で すべて 決ま っ

て し ま う も ので はあり ま せん。

例え ば、 Ｓ Ａ Ｇ Ａ ２ ０ ２ ４ 全障ス ポに参加する 選手で 車いすを 使用し て いる

選手がいる と し ま す。 車いすの選手の動線上に坂道がある 場合、 選手団サポー

タ ーはど のよ う な 位置付けと な る で し ょ う か。 環境因子と し て は、 坂道と いう

選手にと っ て マ イ ナス の物的環境があり な がら 、 選手団サポータ ーは選手の移

動を 手助けする プ ラ ス の影響と な り 得る こ と がで き ま す。 一方で 、 こ の選手の

個人因子（ 多少の坂道な ら 自分の力で 進む思いがあ る な ど ） に配慮し つつ、 そ

の場に合っ た 対応が求めら れる こ と にな る で し ょ う 。

【 Ｉ Ｃ Ｆ ： 国際生活機能分類（ ２ ０ ０ １ ） の生活機能モ デル】
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２２ 障障ががいいののああるる 人人とと はは

（ １ ） 国際的な 定義

障害者の権利に 関する 条約（ ２ ０ ０ ６ ）

第 1 条 目的

…障害者には、 長期的な 身体的、 精神的、 知的又は感覚的な 機能障害で

あっ て 、 様々な 障壁と の相互作用によ り 他の者と の平等を 基礎と し て

社会に 完全かつ効果的に参加する こ と を 妨げ得る も のを 有する 者を 含

む。

（ ２ ） わが国の定義

障害者基本法（ ２ ０ １ １ 改正）

第２ 条

一 障害者 身体障害、 知的障害、 精神障害（ 発達障害を 含む。） そ の

他の心身の機能の障害（ 以下「 障害」 と 総称する 。） がある 者で あつて 、

障害及び社会的障壁によ り 継続的に日常生活又は社会生活に 相当な 制

限を 受ける 状態にあ る も のを いう 。

二 社会的障壁 障害がある 者にと つて 日常生活又は社会生活を 営む

上で 障壁と な る よ う な 社会に おける 事物、 制度、 慣行、 観念そ の他一

切のも のを いう 。

こ れら の規定で は、 障がいは個人的要因のみに よ っ て 生じ る ので はな く 、

社会的障壁によ っ て 作ら れる こ と が定義さ れて いま す。

３３ 障障ががいいののああるる 人人のの区区別別

障がいのある 人は、 次のよ う に大き く ３ つに区別さ れま す。

【【 身身体体障障ががいい（ 詳細は第５ 章から 第９ 章及び第１ ２ 章を ご 覧く だ さ い。）】】

先天的ま た は後天的な 理由で 、 手足等の身体に障がいのある こ と 。 事故

な ど の外的な も のから 、 脳原性麻痺な ど の内的な 原因ま で 様々で す。

→ 肢体不自由・ 視覚障がい・ 聴覚障がい・ 内部障がい 等

【【 知知的的障障ががいい（ 詳細は第１ ３ 章を ご 覧く だ さ い。）】】

概ね１ ８ 歳ま で に知的な 機能の発達に障がいが生じ て いる こ と 。

→ 適応行動（ コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 、 自己管理、 家庭生活、 社会的・ 対人

的技能な ど ） に制約を 伴う 状態にあり ま す。

【【 精精神神障障ががいい（ 詳細は第１ ４ 章を ご 覧く だ さ い。】】

精神疾患に よ り 社会生活上に相当な 制限（ 生活上の困難、 不自由、 不利

益） がある 状態で す。

ま た 、「 統合失調症、 精神作用物質によ る 急性中毒又はそ の依存症、 知

的障害そ の他の精神疾患を 有する 者を いう 」 と 規定さ れて おり 、 精神疾患

の総称と し て 捉え て いま す。

他に も 、 次のよ う な 表現を する 場合があり ま す｡
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障がい者又は心身障がい者・ ・ 身体障がい者・ 知的障がい者・ 精神障がい者

身体（ 知的） 障がい児・ ・ ・ ・ １ ８ 歳未満

身体（ 知的） 障がい者・ ・ ・ ・ １ ８ 歳以上

重度障がい者（ 児）・ ・ ・ ・ ・ ・ 単一の障がいで 障がいの状態が重度

重複障がい者（ 児）・ ・ ・ ・ ・ ・ 複数の障がいを 併せも つ

重症心身障がい者( 児) ・ ・ ・ ・ 重度の肢体不自由と 重度の知的障がいの重複

難病・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ①原因不明、 治療方針未確定で あ り 、 かつ、 後

遺症を 残す恐れが少な く な い疾病

②経過が慢性にわた り 、 単に 経済的な 問題のみ

な ら ず介護等に 著し く 人手を 要す る た めに 家

族の負担が重く 、ま た 精神的に も 負担の大き い

疾病

こ こ にあ げた 以外にも 障がいの種類は多岐にわた っ て いま す。 そ れぞれの障が

いを 理解する こ と に努めま し ょ う 。

視覚障がい・ ・ ・ ・ 視力障がい（ 全盲・ 弱視）、 視野障がい（ 狭窄・ 暗点等）

聴覚障がい・ ・ ・ ・ 伝音性難聴、 感音性難聴、 混合性難聴、 ろ う

言語障がい・ ・ ・ ・ 構音障がい、 吃音、 失語症 等

肢体不自由・ ・ ・ ・ 脳原性麻痺、 脊髄損傷、 先天性筋疾患、 骨関節疾患 等

内部障がい・ ・ ・ ・ 呼吸器疾患、 循環器疾患、 腎疾患・ 腎不全 等

知的障がい・ ・ ・ ・ 染色体障がい、 外傷性脳損傷、 自閉症 等

精神障がい・ ・ ・ ・ 統合失調症、 精神作用物質によ る 急性中毒又は

そ の依存症 等

発達障がい・ ・ ・ ・ 広汎性発達障がい（ 自閉症、 ア ス ペルガ ー症候群等）、

学習障がい 、 注意欠陥 / 多動性障がい 等

４４ 障障ががいい者者福福祉祉のの基基本本理理念念

最終的な 障がい者福祉の理念と 意義と は、 障がいのある 人に 限定さ れな い

全て の人々の幸福で す。

社会福祉の理念と し て 、 戦後、 世界各国で 発展し 、 社会一般の価値観に影

響し た のが「 ノ ーマ ラ イ ゼーシ ョ ン 」 で す。 １ ９ ６ ０ 年代に北欧諸国から 始

ま り 、 障がいのある 人と 健常な 人と はお互いに 区別する こ と な く 社会生活を

共に する のが正常で あ り 、 本来の望ま し い姿で ある と する 考え 方で す。

ま た 、 近年で は、「 全て の人々を 孤独や孤立、 排除や摩擦から 援護し 、 健康

で 文化的な 生活の実現につな げる よ う 、 社会の構成員と し て 包み支え 合う 」 と

いう 「 ソ ーシ ャ ルイ ン ク ルージ ョ ン 」 の理念も 広ま っ て いま す。「 ノ ーマ ラ イ

ゼーシ ョ ン 」 と の違いを 簡単に言う と 、「 ノ ーマ ラ イ ゼーシ ョ ン 」 が「 障がい

者―健常者」 と いう 二元化さ れた 人々を ど のよ う に 統合化さ せる かと いう 考え

に 対し 、「 ソ ーシ ャ ルイ ン ク ルージ ョ ン 」 は、 障がいのある 人と 健常な 人を 分
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けて 考え る ので はな く 、 初めから 、 皆同じ 人で ある と いう 一元化モ デルで 捉え

て いる 点にあり ま す。
「 ソ ーシ ャ ルイ ン ク ルージ ョ ン 」 の考え 方で は、 例え ば、 聴覚障がいのある 人
は他者と のコ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン に 苦労する こ と があ り ま すが、 そ の点において
は、 耳が聞え て いる 人で も 、 海外に行っ た と き な ど に言葉が通じ な く て 苦労す
る こ と も あり ま す。 こ のよ う に、 障がいがある な し の違いで はな く 、 互いに 一
人の個人と し て 尊重し 合え る 共生社会の実現が求めら れて いま す。

（ １ ） イ ン ク ルーシ ブ 教育シ ス テ ム

障がいのある 人が初等・ 中等教育のみな ら ず、 高等教育・ 生涯学習において
も 、 広く 教育を 受ける 権利を 有し 、 等し く 教育を 受けよ う と する 考え 方。

「 障害者の権利に関する 条約（ ２ ０ ０ ６ ）」 第２ ４ 条で は、 イ ン ク ルーシ ブ
教育シ ス テ ムと は、「 障害者が精神的及び身体的な 能力等を 可能な 最大限度ま
で 発達さ せ、 自由な 社会に 効果的に参加する こ と 」 を 可能にする た めに、 障が
いの有無に関係な く 、 等し く 教育を 受ける こ と を 必要と する 考え 方で す。 こ の
考え に基づき 、 わが国で も 特別支援教育を 推進し て いま す。

（ ２ ） バリ ア フ リ ー

障がいのある 人な ど の日常生活に妨げと な る 障壁( バリ ア ) を 取り 除く こ と 。
段差の解消な ど 、 物理的障壁の除去ばかり で な く 、 社会的・ 制度的・ 心理的障
壁の除去も 含めて いう 。

１ ９ ７ ４ 年国連障害者生活環境専門家会議が「 バリ ア フ リ ー・ デザイ ン 」 と
いう 報告書を 出し た こ と から 、 こ の言葉が使用さ れる よ う にな り ま し た 。 も と
も と 住宅建築用語で 登場し 、 段差な ど の物理的障壁の除去と いう 意味が強かっ
た ので すが、 物理的な バリ ア だ けで な く 、 気持ち の垣根も 取り 払おう と 「 心の
バリ ア フ リ ー」 や、 安全で 快適な 生活に必要な 情報がいつで も 利用で き る 「 情
報のバリ ア フ リ ー」 も 進めら れて いま す。

（ ３ ） ユニ バーサルデザイ ン （ Ｕ Ｄ ）

年齢・ 能力・ 体格・ 障がいの有無に関係な く 、 すべて の人が安全に、 かつ、
快適に生活が送れる よ う な 環境作り を 設計の段階から 目指すと いう 理念。

ユニ バーサルデザイ ン は、 １ ９ ８ ０ 年代の後半から 、 ア メ リ カ のロ ナルド ・
メ イ ス に よ っ て 提唱さ れま し た 。（ ２ ） のバリ ア フ リ ーの考え 方と 似て いま す
が、 対象を 障がいのある 人に限定し て いな い点で 異な り ま す。 日本で も 近年、
家電・ 自動車・ 文具・ 公共施設な ど の分野に、 こ の考え 方を 取り 入れる こ と が
課題と な っ て いま す。

≪ユニ バーサルデザイ ン の７ つの原則≫
①誰で も 公平に 使え る こ と ②柔軟性があ る こ と
③使い方が簡単で 理解し やすいこ と ④必要な 情報がすぐ に分かる こ と
⑤失敗に 対応で き る こ と ⑥身体的負担が少な いこ と
⑦利用し やすい大き さ や空間が確保で き て いる こ と
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５５ 障障ががいいののああるる 人人へへのの基基本本的的対対応応

私た ち は、 障がいのある な し に かかわら ず、 何ら かの形で お互いに助けあ っ

て 生活し て いま す。 人間一人ひと り が千差万別で あ る よ う に、 障がいのある 人

も 同じ で す。 一人ひと り が別々の人格で 、 個性があ る こ と を 認識し ま し ょ う 。

困っ て いる 人を 見かけた ら ま ず声を かけま し ょ う 。 次に 、 何を し て 欲し いか

尋ねま し ょ う 。 ま た 、 独り よ がり に手伝う こ と は、 時と し て おせっ かいにな っ

て し ま う こ と があ り ま す。 障がいのある 人が困っ た と き に 、 自ら 助けを 求める

こ と がで き る よ う 声を かけやすい雰囲気を 作る こ と も 大切で す。

ま た 、 分から な いこ と はそ のま ま にせず、「 分から な いので も う 一度話し て

く だ さ い。」 と 聞き 返し ま し ょ う 。 そ う し た やり 取り から コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン

が生ま れ、 お互いに信頼で き る 関係にな っ て いき ま す。

障がいのある 人だ から と 構え る こ と な く 、 ど う いう 状況で あっ て も 「 人と し て

のマ ナーを 持っ て 接する 」 こ と が大切で す。

【【 応応対対のの基基本本】】

○○ 相相手手をを 尊尊重重しし 、、 相相手手のの立立場場にに立立ちち まま しし ょょ うう 。。

・ 明る く 、 丁寧に、 分かり やすい応対を 心がけま し ょ う 。

・ 介助の方や手話通訳な ど の、 選手団役員の方に対し て で はな く 、 本人に

直接応対する よ う に し ま し ょ う 。

・ 何ら かの配慮が必要だ と 思う 場合で も 、 思い込みや押し つけで はな く 、

本人にと っ て 必要な こ と か相手の立場に立っ て 考え ま し ょ う 。

○○ 困困っっ てて いいるる 人人ににはは進進んんでで 声声をを かかけけまま しし ょょ うう 。。

・ 障がいの種類は様々で 、 外見で は分かり にく い障がいのある 人も いら っ

し ゃ いま す。 そ のこ と を 念頭において 、 困っ て いそ う な 状況が見ら れた

ら 、 進んで 声を かけま し ょ う 。

・ 障がいの種別や状態で はな く 、「 ど のよ う な お手伝いが必要か」 を 本人

に尋ねま し ょ う 。

○○ ココ ミミ ュュ ニニ ケケ ーーシシ ョョ ンン をを 大大切切ににしし まま しし ょょ うう 。。

・ 言葉が聞き と り にく いな ど 、 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン が難し いと 思われる 場

合で も 、 敬遠し た り 分かっ た ふり を し た り せず、「 ゆっ く り 」「 丁寧に 」

「 繰り 返し 」 を 心がけま し ょ う 。

・ 相手の意思を 確認し 、 信頼で き る 応対が大切で す。 と き には、 ジ ェ ス チ

ャ ーな ど の「 非言語コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 」 を 活用する な ど 、 工夫し て み

ま し ょ う 。
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○○ 柔柔軟軟なな 応応対対をを 心心ががけけまま しし ょょ うう 。。

・ 相手の話を よ く 聞き 、 相手の目的を 的確に把握する よ う 心掛けま し ょ

う 。

・ 応対の方法が分から な いと き は、 一人で 解決し よ う と せず、 周囲の協力

を 求めま し ょ う 。

・ 想定外のこ と が起き て も 、 慌て ず、 柔軟に対応し ま し ょ う 。

○○ 平平等等なな 対対応応をを 心心ががけけまま しし ょょ うう 。。

・ 差別的な 言葉はも と よ り 、 不快に感じ ら れる 言葉や子ど も 扱いし た 言葉

遣いにな ら な いよ う に気を 付けま し ょ う 。

・ 障がいがあ る から と いっ て 、 こ と さ ら 特別扱いし た り 、 同情し た り する

よ う な 対応にな ら な いよ う 注意し ま し ょ う 。

○○ ププ ララ イイ ババシシ ーーはは尊尊重重しし まま しし ょょ うう 。。

・ 障がい名や病名、 原因な ど 、 本人のプ ラ イ バシ ーに 関わる こ と は、 興味

本位で 触れる こ と のな いよ う 注意し ま し ょ う 。

・ 知り 得た 個人の情報について は、 守秘義務を 守り ま し ょ う 。

６６ 身身体体障障ががいい者者補補助助犬犬ににつついいてて

身体障がい者補助犬( 以下、「 補助犬」 と いう 。 ) と は、

盲導犬、 介助犬、 聴導犬の三種の犬のこ と を いいま す。

そ れぞれの仕事内容は異な り ま すが、「 身体障がい者の自

立と 社会参加を 促進する 」 と いう 目的は同じ で す。

（ １ ） 盲導犬

視覚障がいのあ る 人の安全で 快適な 歩行のサポート を

し て いま す。 道路交通法第１ ４ 条に定める 犬で あっ て 、

白ま た は黄色のハーネ ス ( 胴輪) を つけて いま す。 ユーザ

ーに、 障害物、 曲がり 角、 段差な ど を 教え て いま す。

（ ２ ） 介助犬

肢体不自由のあ る 人の日常の生活動作のサポート を し て いま す。 落と し た 物

を 拾っ て 渡す、 手の届かな いと こ ろ にある 物を 持っ て く る 、 ド ア や引き 出し 、

冷蔵庫な ど の開け閉めを する 、 ス イ ッ チ 操作を する な ど 、 日常生活における

様々な サポート を 行いま す。 他に も 、 歩行介助や、 起立、 移乗( ト ラ ン ス フ ァ

ー ) の補助な ど を 行いま す。 誰が見て も 分かる よ う に「 介助犬」 と 書かれた 表

示を 付けて いま す。

補助犬マーク
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（ ３ ） 聴導犬

聴覚障がいのあ る 人に音を 聞き 分けて 教え 、 音源へ誘導し ま す。 玄関のチ ャ

イ ム音、 フ ァ ッ ク ス 受信音、 キッ チ ン タ イ マ ー、 赤ち ゃ んの泣き 声、 車のク ラ

ク シ ョ ン 、 自転車のベル、 非常ベルな ど を 教え て く れま す。 ま た 、 介助犬と 同

じ よ う に 、「 聴導犬」 と 書かれた 表示を 付けて いま す。 こ のよ う に表示する こ

と で 、 周囲の人が、 そ の人に聴覚障がいがある こ と を 、 理解し て も ら いやすく

な り ま す。

○○ 補補助助犬犬ははきき ちち んんとと しし つつけけらら れれ、、 健健康康でで すす。。

補助犬のユーザーは、 責任を 持っ て 補助犬の行動を 管理し 、 ブ ラ ッ シ ン グ や

シ ャ ン プ ーな ど で 体を 清潔な 状態に保ち 、 予防接種や検診を 受けさ せる よ う 努

め、 常に 補助犬の健康に気を 配っ て いま す。

＜補助犬が街中で 排泄し た ら ど う する の？＞

・ 補助犬は、 ユーザーが指示し た と き に 、 指示し た 場所で し か排泄し な いよ

う に 訓練さ れて いま す。

＜お店の中や、 公共の場で 暴れた り し な いのかな ？＞

・ 補助犬は、 ユーザーの管理のも と で 待機する よ う 訓練さ れて いま す。

［ レ ス ト ラ ン な ど 飲食店で は・ ・ ・ ］

→食事が終わる ま で 、 テ ーブ ルの下な ど で 待機し ま す。

［ ホ テ ルや旅館な ど 、 宿泊施設で は・ ・ ・ ］

→部屋の隅な ど で 待機し ま す。

［ 電車、 バス 、 タ ク シ ーな ど 公共交通機関で は・ ・ ・ ］

→シ ート な ど を 汚さ な いよ う 、 足元で 待機し ま す。

・ ユーザーがハーネ ス や表示を つけた 補助犬を 同伴し て いる と き は、 補助犬

は「 仕事中」 で す。

・ 仕事中の補助犬には、 話し かけた り 、 じ っ と 見つめた り 、 勝手に触っ た り

し て 、 気を 引く 行為を し な いよ う にし ま し ょ う 。

・ 補助犬に食べ物や水を 与え な いよ う に し ま し ょ う 。 ユーザーは、 与え る 食

事の量や水の量、 時刻を も と に犬の排泄や健康の管理を し て いま す。

・ 補助犬が通路を ふさ いだ り 、 周囲の臭いを 嗅ぎ 回っ た り 、 何か困っ た 行動

を し た り し て いる 場合は、 そ のこ と を ユーザーに伝え ま し ょ う 。

・ 補助犬を 連れて いて も 、 ユーザーへのサポート が必要な 場合があり ま す。

ユーザーが困っ て いる 様子を 見かけた ら 、 ま ずは声を かけ、 必要に応じ て

筆談な ど を 用いて コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン を と り ま し ょ う 。

補助犬は、「 身体障害者補助犬法」 に 基づいて 認定さ れた 犬で 、 特別な 訓練

を 受けて おり 、 ペッ ト で はな く 、 ユーザーにと っ て は「 から だ 」 の一部で す。

き ち んと し つけさ れ社会のマ ナーを 守る こ と がで き 、 手入れも 行き 届き 衛生的

で す。 公共施設や交通機関を はじ め、 飲食店やス ーパー、 ホ テ ルな ど の様々な
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場所に同伴で き る こ と にな っ て いま す。 みな さ んも 、 街中な ど で 補助犬を 連れ

て いる 人を 見かけた ら 、 補助犬は仕事中で ある こ と を 理解し 、 許可な く 触っ た

り 、 必要以上にな で た り し な いよ う にし ま し ょ う 。 補助犬と 関わる 場合は、 そ

の対応の仕方は犬によ っ て 異な り ま すので 、 関わり 方を ユーザーに 直接聞く こ

と 、 ある いは了解を 得る こ と が必要で す。

【 いろ いろ な 介助動物（ サービ ス ・ ア ニ マ ル）】

日本で は、 盲導犬・ 介助犬・ 聴導犬な ど 、 人のサポート を する のは「 犬」 と い

う イ メ ージ があり ま す。

海外で は、 人を サポート する 動物は「 サービ ス ・ ア ニ マ ル」 と いっ て 、 犬だ け

で はな く 、 サルや馬な ど のいろ いろ な 動物が身体障がいのある 人の「 から だ 」

と し て 活躍し て いま す。

介助動物と ユーザーと の間で 一番大切な こ と は、 固い信頼関係で 結ばれて いる

かど う か･･･。 ユーザーと 心が通い合っ て いた ら 、 ど んな 動物で も 介助動物と

し て 活躍で き る ので すね！

６６ 障障害害者者差差別別解解消消法法ににつついいてて

障がいを 理由に し た 差別の解消に向け、 国や自治体、 民間事業者が取り 組む

べき 措置について 定めた 「 障害を 理由と する 差別の解消の推進に関する 法律」

（ 通称： 障害者差別解消法） が平成 25( 2013) 年に 成立・ 公布さ れ、 平成

28( 2016) 年 4 月から 施行さ れま し た 。 こ の法律で は、 正当な 理由がな いのに サ

ービ ス の提供を 拒否、 制限する 「 不当な 差別的取扱い」 を 禁じ 、 合理的な 配慮

の提供を 国や自治体に義務付けて いま す。（ 法改正によ り 民間事業者も 令和 6
年 4 月 1 日から 義務付けさ れま す。）

合理的な 配慮と は、 障がいのあ る 人から 何ら かの配慮を 求める 意思表示があ

っ た 場合、 負担に な り すぎ な い範囲で 、 社会的障壁を 取り 除く 配慮を 行う こ と

で す。 例え ば、 選手団サポータ ーの活動に おいて は、 車いす利用者が坂道な ど

に 直面し た 場合に 車いすを 押し た り 、 聴覚障がいのある 人に伝達し た い内容を

筆談で 伝え た り する な ど の障がいの特性に 応じ た 対応が挙げら れま す。

社会的障壁と は、 障がいのある 人が日常生活や社会生活を 送る 上で 障壁と な

る も のを 指し 、 社会における 事物（ 通行、 利用し に く い施設、 設備な ど ）、 制

度（ 利用し にく い制度な ど ）、 慣行（ 障がいのある 人の存在を 意識し て いな い

慣習や文化な ど ）、 観念（ 障がいのある 人への偏見な ど ） があり ま す。

７７ 障障害害者者情情報報アア クク セセ シシ ビビ リリ テテ ィィ ・・ ココ ミミ ュュ ニニ ケケーーシシ ョョ ンン

施施策策推推進進法法ににつついいてて

全て の障がい者があら ゆる 分野の活動に 参加する た めに は、 情報の十分な 取

得利用・ 円滑な 意思疎通が極めて 重要で あ る こ と から 、「 障害者によ る 情報の
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取得及び利用並びに意思疎通に係る 施策の推進に関する 法律」（ 通称： 障害者

情報ア ク セ シ ビ リ テ ィ ・ コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 施策推進法） が令和 4（ 2022） 年

5 月から 施行さ れま し た 。 こ の法律で は、 障がい者によ る 情報の取得利用・ 意

思疎通に 係る 施策推進のた めの基本理念のほか、 国や自治体、 事業者等の責

務、 基本的施策に ついて 定めて いま す。

基本理念と し て は、 ①障がいの種類・ 程度に応じ た 手段を 選択で き る よ う に

する 、 ②日常生活・ 社会生活を 営んで いる 地域にかかわら ず等し く 情報取得等

がで き る よ う にする 、 ③障がい者で な い者と 同一内容の情報を 同一時点におい

て 取得で き る よ う にする 、 ④高度情報通信ネ ッ ト ワ ーク の利用・ 情報通信技術

の活用を 通じ て 行う （ デジ タ ル社会） の４ つの事項があり ま す。

～「 障害」 か「 障がい」 か？～

近年、「 障害」 の表記について 、「 害」 の字が持つ負の意味作用に よ る 障害者

の方々の心情への配慮等を 理由に 、「 障がい」 を 採用する 自治体が現れて いま

す。 佐賀県で も ス ポーツ ・ 文化等の分野で は、「 障がい」 を 用いて いま す。

一方、 障害者権利条約に おいて は、 障害を 病気や外傷等から 生じ る 個人の問

題と し て で はな く 、 社会の側にバリ ア や障害がある こ と に よ り 生活に困難を 生

じ て いる と いう 社会モ デルの考え 方を 基本と し て いま す。 し た がっ て 、 障害を

個人の問題と し て 捉え る 医学モ デル（ 個人モ デル） の考え 方に基づいて 、「 障

害」 の表記が用いら れて いる わけで はあり ま せん。

「 障害」 の表記について は、 肯定意見や否定意見な ど 様々で すが、 国におい

て は、 当面、 現状の「 障害」 を 用いる こ と と し な がら 、 そ れぞれの表記の考え

方を 踏ま え 、 今後も 検討を 続けて いく と し て いま す。

ま た 、「 障碍」 の表記が用いら れる こ と も あ り ま す。「 碍」 は常用漢字に入っ

て いま せんが、 使用を 妨げな いと し て 、「 障害」 の表記の在り 方の中で 検討す

る こ と と し て いま す。

～東京オ リ ン ピ ッ ク ・ パラ リ ン ピ ッ ク 競技大会を 契機と し た 取組と レ ガ シ ー～

2020 年東京オリ ン ピ ッ ク ・ パラ リ ン ピ ッ ク 競技大会を 契機と し た 共生社会

の実現に 向けた 法制度の整備を 進める と と も に、「 心のバリ ア フ リ ー」 の拡

大・ 向上やユニ バーサルデザイ ン の街づく り 、 パラ リ ン ピ ア ン と の交流が全国

各地で 行われて いま す。

「 心のバリ ア フ リ ー」 と は、 様々な 心身の特性や考え 方を 持つ全て の人々

が、 相互に理解を 深めよ う と コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン を 取り 支え 合う こ と で あり 、

「 障がいの社会モ デル」 の考え 方や障がいのある 人への差別を 行わな いこ と は

も ち ろ んのこ と 、 自分と は異な る 条件を 持つ多様な 他者と コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン

を 取る 力を 養い、 全て の人が抱え る 困難や痛みを 想像し 共感する 力を 培う こ と

が重要で す。
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８８ ささ ががすすたたいいるる

佐賀県で は、 お年寄り や障がいのある 方、 子育て ・ 妊娠中の方な ど 、 みんな

が自然に 支え 合い心地よ く 過ご せる 、 佐賀ら し いやさ し さ のカ タ チ 「 さ がすた

いる 」 を 広める 取組を 行っ て いま す。

誰も が過ご し やすい環境づく り には、 段差の解消な ど ハード 面の整備と と も

に 、 心（ ハート ） のバリ ア フ リ ーが大切で す。

Ｓ Ａ Ｇ Ａ ２ ０ ２ ４ 国ス ポ・ 全障ス ポにおいて も 、 来場さ れた 皆さ ま に心地よ

く 過ご し て いた だ ける よ う 、 ス タ ッ フ 一同、 相手の気持ち に寄り 添っ た ウェ ル

カ ムな 雰囲気で お迎え し ま し ょ う 。

～佐賀ら しいやさ しさ でお迎えしましょ う ～

みんなが自然体で心地よく 過ごせる、佐賀ら しいやさ しさ のカ タチ「さ がすたいる」
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